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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

        適格退職年金の移行手続きを始めていますか？ 

        ～適格退職年金制度の廃止期限まで残り１年～ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

 企業が金融機関を通じて年金資産を積み立てる仕組みである適格退職年金制度 

は、法人税法の規定により、平成 24年３月末の廃止が決まっています。 

 

 廃止期限までに、他の企業年金（厚生年金基金、確定給付企業年金、確定拠出 

年金）や中小企業退職金共済へ移行しない場合には、平成 24 年４月以降は税制上 

の優遇措置が受けられなくなります。 

 

 企業年金などへ移行するためには、制度設計、労使合意、行政の認可・承認な 

どの手続きが必要であり、時間的猶予がありません。 

 

 また、このたび、閉鎖型適格退職年金（加入者がおらず、受給者のみで構成さ 

れた適格退職年金）から確定給付企業年金への移行のさらなる促進を目指して、 

移行の際の手続きを簡素化しました。また、一定の要件を満たす「受託保証型確 

定給付企業年金」については、事業・決算報告書の一部省略など、移行後の手続 

きも簡素化しました。 

 

 閉鎖型適格退職年金についても、優遇措置を受けるためには、期限までに移行 

する必要がありますので、まだ、手続きを始めていない場合は、今回の措置もご 

活用いただき、早急に受託金融機関（適格退職年金契約を締結している生命保険 

会社・信託銀行など）にご相談ください。 

 

 【厚生労働省ホームページ】 

  http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/nenkin/nenkin/tekikaku.html  

 【企業年金連合会ホームページ】 

  http://www.pfa.or.jp/tekinen-iko/index.html  

 【国税庁ホームページ】 



  http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/tekikakutaishoku/mokuji.htm  

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

      東日本大震災関連の雇用・労働関係の支援策について 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

 今回の地震で被災された事業主、労働者の方への支援策をまとめてご覧いただ 

けるウェブページとリーフレットがあります。ぜひ、お役立てください。 

 

 【平成 23年（2011年）東日本大震災関連情報 雇用・労働関係】 

 雇用調整助成金、労働基準法の取り扱い、失業給付、労災給付に関する特例措 

置などの情報を厚生労働省ホームページでご覧いただけます。 

  http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000016eu3.html  

 

 【リーフレット（被災された事業主の方へ）】 

  http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014uzs-img/2r98520000016vjl.pdf  

 

 【リーフレット（働く方、失業された方へ）】 

  http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014uzs-img/2r98520000016vj0.pdf  

 

 【生活支援ニュース：健康維持や生活支援、仕事探しなどのための情報を掲載し、 

  避難所などで配布しています】 

  http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000017y57-img/2r98520000017y7w.pdf  

 

 厚生労働省、政府全体の関連情報は以下のサイトからご覧ください。 

 

 【厚生労働省の最新対応状況】 

  http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014ih5.html  

 

 【政府の最新対応状況】 

  http://www.kantei.go.jp/saigai/index.html  

 

  ※これらの情報を必要とされている方への転送などを歓迎します。 

 

======================================================================== 

 



★配信停止の手続き  https://krs.bz/roumu/m?f=8  

★バックナンバー   http://merumaga.mhlw.go.jp/backnumber/index.html  

★登録に関するお問い合わせ  https://krs.bz/roumu/m?f=11  

★メルマガの内容に関するお問い合わせ（厚労省ホームページ「国民の皆様の声」 

 へリンク）  https://www-secure.mhlw.go.jp/getmail/getmail.html  

★注意事項についてはこちらをご覧ください。 

  http://merumaga.mhlw.go.jp/  

★編集：厚生労働省 

 

●当メールマガジンは外部の電子メール配信サービスを利用して行っています。 

●登録していないにも関わらず本メールが配信された場合は、他の方が間違えて 

 登録した可能性がありますので、配信停止の手続きをお願いします。 

●当メールマガジンの送信元アドレスは送信専用となっています。 

●携帯メールなどには対応しておりません。 

●可能であれば等幅フォントにてご覧ください。 

●当メールマガジンの内容の全部または一部については、私的使用または引用など 

 著作権法上認められた行為として、出所を明示することにより引用、転載、複製 

 を行うことができます。 
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